
令和8年度の福祉タクシー料金助成利用券を3月27日㈮より交付します。電車
やバスなどの交通機関を利用することが困難な障害のある人が、通院などに
タクシーを利用する場合、基本料金を助成する利用券を交付します。
　　身体障害者手帳1～3級、療育手帳A・B判定、精神障害者保健福祉手帳
1・2級のいずれかを持つ人
※自動車税や軽自動車税の減免を受けている人は対象になりません。
　　　　　1か月あたり2枚
※障害に関係して、週1回以上定期的に通院する場合は割増制度があります。
　　各種手帳を持参し直接
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福祉タクシー料金助成利用券

交付枚数

今回は、指文字「濁点・半濁点・促音・拗音・長音」の手話になります。撮影は、日進小学校手話クラブの
皆さんの協力をいただいています。動画でも紹介しますので、ぜひ見て覚えてください！

表現して よ！み うで
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濁点…指文字を右から左へ 半濁点…指文字を下から上へ

促音・拗音 …指文字を手前へ …上から下へ
長音(伸ばし棒)
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